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過去、某住宅建材メーカーに勤務しビルダー様関連部署の各要職
を歴任、様々な業態の住宅会社様トップと面談し経営全般に渡る
指導を実践し住宅会社様の各種研修会や講演会等の講師を務
め、多くの住宅会社様を成功に導き出した。現在、その体験を生か
し、ビルダーズマネジメントアドバイザーとして活躍されてます。

07年 12月 吉日
㈱オストトーヨー住器
トータル住器㈱

懇親会での飲食の関係上お車でのお越しはご遠慮願います。

耐震偽装問題をきっかけに行政は消費者保護を目
的とした様々な新法の施行や建築基準の改正等
が短期間で進められており特に09年10月に施工
されます「住宅瑕疵担保責任履行確保法」が大きく
注目されてます。そこでその内容と対応についてご
説明させて頂きます


